
（契約担当官等）
分任支出負担行為担当官
厚木航空基地隊
厚木経理隊長　野　田　智　恵

１　競争入札に付する事項

-00

３　契約条項、入札条件を示す場所
神奈川県綾瀬市厚木基地内　海上自衛隊厚木航空基地隊　厚木経理隊入札室

４　仕様説明会
　　(1)　場　所：海上自衛隊第４整備補給隊第４補給隊補給倉庫

　(2)　申　込：第１１項第１号により仕様書を受領した後、仕様説明会参加申込書を提出し申込を行うこと。
５　競争執行の場所及び日時

　　(1)　場　所：神奈川県綾瀬市厚木基地内　海上自衛隊厚木航空基地隊厚木経理隊入札室
　(2)　日　時： 11時00分から

令和7年5月29日
入　札　公　告

次のとおり一般競争入札に付します。

調達要求番号 件名・仕様又は規格 単位 数量 履行期限 履行場所

2143-7200-0005 令和8年2月27日 仕様書のとおり

１０　入札書の記載金額
　(1)　落札決定に当たっては、見積書に記載された金額（総価）に当該金額の１０％（軽減税率対象品目については８％）
　　に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）
　　をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
　　問わず、見積った金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目については１０８分の１００）に相当する金額を見積書に記
　　載すること。
　(2)　総価として、予定価格の制限範囲内での最低価格をもって、申込みをした者を落札者とする。
　    予算決算及び会計令第８５条の基準により契約担当官が予め設定した調査基準価格を下回った入札を行った者は、
　　予定価格の範囲内で最低価格の入札者であっても必ずしも落札者としない。
　　　調査基準価格を下回った入札が行われた場合、入札執行者は入札者に対して「落札者の決定の保留」を宣言し、
　　会計法第２９条の６第１項ただし書きの規定により、落札者を後日決定し、結果については書面をもって通知する。
　　調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力すること。

式 1保管物品の現況調査07-1-

２　競争に参加する者に必要な資格
　(1)　予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、
　 　契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
　(2)　予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。
　(3)　令和０７・０８・０９年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」でＤ等級以上に格付けされ、関東・
　　 甲信越地域の競争参加資格を有する者、又は当該競争参加資格を有していないものにあっては、競争執行日までに
　　 競争参加資格審査を受け、競争参加資格名簿に登録され、当該競争参加資格を有すると認められる者であること。
　(4)　防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は海上幕僚長か
　　 ら「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
　(5)　前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売
　　 買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
　(6)　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を
　　 該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

６　入札保証金及び契約保証金
　　全額免除する。

令和7年6月26日

７　入札の無効
　　本公告に示した競争参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

８　契約書作成の要否
　　 遅延なく契約書の作成を要する。

　　ただし、契約金額が２５０万円を超えず、特約条項の付与もない場合は、請書の作成をもって代えることができる。

９　適用する契約条項
　　役務請負契約一般条項



１１　その他
　(1)　仕様書交付希望者は、ＦＡＸで仕様書送付申込書及び資格審査結果通知書の写しを送付する。
　(2)　仕様書等で同等品が認められ、かつ、同等品にて入札に参加する場合は、調達要求書に示されている期日までに
　　　  要求元に同等品承認申請書を提出すること。提出の際はカタログ及び要求品と同等品の性能を比較した資料を２部
　　　　添付すること。
　(3)　郵送による入札書の受領期限は、入札日前日の１６時４５分までとする。なお、郵送の際は書留、簡易書留、配達記
　　　  録郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律に定める書留の郵便物に準ずる取り扱いをするものにより
        送付することを推奨する。
　(4)　契約条項、入札心得及び契約心得は、厚木航空基地隊厚木経理隊契約班で閲覧できるほか、インターネット上に
　　　て公開している。
　(5)　落札者が、９に掲げる契約条項のほか、中小企業信用保険法第２条第１項に規定する中小企業者である場合は、
　　　 「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特約条項」を別途適用する。
　(6)　入札に関する問い合わせ先
　　　海上自衛隊厚木航空基地隊厚木経理隊契約班　　担当：内田
　　　TEL：0467-78-8611　内線 2448　FAX：0467-78-1048



送付先：海上自衛隊厚木航空基地隊経理隊契約班　内田　宛

（FAX：0467-78-1048）

※要求案件ごとに作成すること。

※資格審査結果通知書を添付すること。

件名

調達要求番号

連絡先
TEL:
FAX：

担当者氏名

申込年月日

仕 様 書 送 付 申 込 書

事業者名



送付先：海上自衛隊厚木航空基地隊経理隊契約班　内田　宛
（FAX：0467-78-1048） ※連絡先に誤植がありましたので修正しました（6/5）

07-1- 2143-7200-0005 -00

参加される場合は、本書をもって参加の有無をご連絡ください。
※資格審査結果通知書未送付の方は、送付をお願いします。

〇 入札へ参加

なお、市場価格の調査及び資格審査のため、
契約班へ参考見積のご提示の協力をお願いしております。

目途

〇 参考見積書を協力

・

会社名： 　

担当者：

電話番号：

ＦＡＸ番号：

【参考】
・支店名等で入札される場合は、委任状が必要になります。

仕様内容等について、ご不明な点は、要求元担当へお問い合わせください。
要求元担当：第４補給隊 高柳 内線：2563

令和7年6月19日

します しません

調達要求番号：
件 名 ：

保管物品の現況調査

します ・ しません

 入 札 参 加 申 込 書 


